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佐渡市地域防災計画（案）に対する意見の概要と市の考え方 

 

提出者数  1名 

意見数  3件 

提出方法 郵送 

持参 

ファックス 

電子メール 

専用フォーム 

0名 

0名 

1名 

0名 

0名 

ご意見等は一部要約させていただきました。 

 

｜ご意見等（要約）1 

 

・ 【風水害対策編】第３章災害応急対策計画、第 27節要配慮者の応急対策、２避難行動要支援者に対

する対策、（３）避難誘導、（ア）避難誘導について、民生委員・児童委員は直接的な避難の支援の

役割を担うべきではないため、市の計画案に同意できない。 

 

佐渡市の考え方 

災害時における避難行動要支援者の避難誘導には、自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員等、

地域全体で協力しながら取り組むことが必要となりますが、決して自らの危険を冒してまで支援しな

ければならないということではありません。まずは、自分自身と家族の安全確保を最優先とし、その

うえで活動していただくことが前提となります。 

避難誘導の具体的な役割については、地域防災計画を基に個別避難計画の中で定めていくこととし

ます。 

 

 

｜ご意見等（要約）2 

 

・ 【風水害対策編】第２章災害予防計画、第 27節要配慮者の安全悪補計画、２市民・地域・企業等の

役割、（２）民生委員、社会福祉関係者等の役割」について（１）に書いてあることに尽きるので、

（２）を設定するのはダブりである。 

 

佐渡市の考え方 

重複している部分もありますが、それぞれの立場として記載しています。 

 

 

｜ご意見等（要約）3 

 

・ 【津波災害対策編】第１章総則、第４節佐渡市の自然特性と津波災害、３過去の主な津波災害につ

いて「新潟地震」のみで記載であるが、古文書等の資料も参考にしているか。 

 

資料２ 
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佐渡市の考え方 

防災計画に記載されている地震・津波災害は、気象庁が観測記録として残されているものを掲載し

ており、古文書等の記録に記載されている災害については掲載しておりません。 

山形県沖地震と能登半島地震の記載が漏れていましたので追記します。 


